
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

ステアリング操作方向に上記 車体の長手方向を向けながら移動する直進走行モ
ード設定手段と，

の上部に設けられた 荷台を昇降させる荷台昇降手段と，を具備する操向
制御装置において，

を具備してなることを特徴とする搬送台車の操向制御
装置。
【請求項２】
上記荷台の昇降が上記車体全体を昇降させることにより行われてなる請求項 記載の搬
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門型パレットを荷台に搭載して搬送する搬送台車の操向制御装置であって，
搬送台車の

上記搬送台車 上記

上記荷台の高さを検出する荷台高さ検出手段と，
上記搬送台車のタイヤを旋回させるタイヤ旋回アクチュエータと，
上記タイヤの旋回角度を検出するタイヤ角検出手段と，
上記直進走行モード設定手段により上記搬送台車の走行モードが直進走行モードに設定さ
れた状態で，上記荷台高さ検出手段によって上記荷台昇降手段による上記荷台の下降が検
出されたときに，上記タイヤ角検出手段により検出されたタイヤ角に基づいて上記タイヤ
が上記搬送台車の正面方向に向いているか否かを判定し，上記タイヤが上記搬送台車の正
面方向に向いていないと判定した場合は，上記搬送台車のタイヤの方向を上記搬送台車の
車体の長手方向に揃えるべく上記タイヤ旋回アクチュエータを駆動させて上記タイヤの旋
回角度を変更するコントローラと，

１に



送台車の操向制御装置。
【請求項３】
上記荷台の昇降が上記荷台自身を車体に対して昇降させることにより行われてなる請求項

記載の搬送台車の操向制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，搬送台車の操向方向制御装置に係り，詳しくは，昇降可能な荷台を下降させた
時に搬送台車の運転席からは直接目視することのできないタイヤの方向を車体の正面方向
に自動的に揃えることのできる搬送台車の操向制御装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
その上部の荷台にパレットを搭載して荷物を搬送する大型の搬送台車が実用化されている
。図４及び図５に上記搬送台車及び門型パレットの一例を示す。
図４に示すように，上記搬送台車０は，門型パレット１及びそれに載置された荷物を搭載
するための荷台２，油圧シリンダ（不図示）により車高を調節することのできる走行タイ
ヤ部３，搬送台車０の前部及び後部に設けられた運転席４を有する。
図５に示すのは，その車高が調整された上記搬送台車０が，荷物の載置された門型パレッ
ト１の下側に進入した状態である。
上記搬送台車０を用いて門型パレット１に載置された荷物を搬送する場合には，先ず，搬
送台車０の車高の調整が行われる。搬送台車０は走行タイヤ部３に取付けられた上記油圧
シリンダによりその車高を複数段階に設定することができ，車高を例えば下限まで下降さ
せて門型パレット１の下側の空間に進入する。ここで，図６は上記搬送台車０の運転席４
に設けられた操作パネルの一例である。
【０００３】
上記搬送台車０の運転者は，例えば，図６に示した操作パネル６０上に設けられた荷台高
さ設定部の操作ボタン１１ａをＯＮ／ＯＦＦすることにより，上記搬送台車０の車高を下
限走行状態若しくは通常走行状態に切り換えることができる。
次に，搬送台車０が門型パレット１に潜り込んだ状態で，運転者が荷台高さ設定部の操作
ボタン１１ａを操作して車高を上昇させれば，門型パレット１及びそれに載置された荷物
は搬送台車０の荷台２に載せられた状態で地面から持ち上げられる。門型パレット１の脚
部が地面から完全に浮いた状態になると搬送台車０は移動可能となる。尚，車高の調整は
台車全体を昇降させても，台車本体上の荷台２を台車本体に対して昇降させてもよい。
次に，搬送台車０を移動させて，門型パレット１及びそれに載置された荷物を所定の位置
まで搬送する。搬送台車０が該所定の位置に到着すれば，搬送台車０の車高を操作ボタン
１１ａを操作して再び下げ，門型パレット１及びそれに載置された荷物を地面に降ろす。
この後，搬送台車０を門型パレット１から退出させれば，荷物の搬送が完了する。
このように，車高を変化させることのできる搬送台車０と門型パレット１とを用いること
によって，搬送台車０の荷台２に多くの荷物をそれぞれ搭載したり，上記荷物をそれぞれ
降ろしたりする作業やそれに要する時間が短縮され，とりわけ搬送したい荷物の重量が大
きい場合に，上記搬送台車０と門型パレット１との組み合わせは有用なものとなる。
【０００４】
また搬送台車０は，図７（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）でそれぞれ示すような直進走行
モード，斜行走行モード，横行走行モード，スピンターンモードという走行モードを有す
る。運転者は運転席４に設けられた操作パネル６０上に設けられた走行モード設定器の選
択ボタン１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄをそれぞれ選択することにより上記４つの走行
モードを容易に指定することができる。
ここで，上記直進走行モードは一般走行で使用され，自動車の４ＷＳ等に相当する走行，
即ち，車体の長手方向をステアリング６１の操作方向に向けながら移動する請求項１にあ
る直進走行モードの走行を行うことができる。
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また，斜行モードは搬送台車０の車体の向きを変えずにステアリング６１の操作方向に移
動する，即ち車体を平行移動させるためのものである。また，横行モードはステアリング
６１の操作量に応じた所定の円周上を移動するもので，車体は常に一定の円の中心方向を
向く。また，スピンターンモードは同一地点で車体を旋回させるものである。これらの走
行モードを組み合わせて走行することにより上記搬送台車０には優れた機動性が備えられ
る。
【０００５】
ところで，上記のような搬送台車０を門型パレット１から退出させる時又は潜り込ませる
時の問題点は，搬送台車０が門型パレット１へ潜り込んだ状態での，搬送台車０の側面と
門型パレット１の脚部との間の間隙Ｄ（図５に図示）が，搬送台車０の長手方向の長さと
較べて極めて小さいために生じる。
例えば，直進走行モードでの走行により所定の設置位置に門型パレット１及びそれに載置
された荷物を搬送した後，荷台２を下降させて門型パレット１からの退出を試みる場合，
運転者は上記間隙Ｄの狭さを考慮して，タイヤの方向を正確に門型パレット１の長手方向
に揃える必要がある。もし，タイヤの方向が門型パレット１の長手方向からずれていると
，搬送台車０は，門型パレット１内で上記長手方向に対し，斜めに移動することになるか
ら，車体の後部が門型パレット１の脚部等に衝突してしまう。
また，直進走行モードでの走行により門型パレット１に進入するための適正な位置に搬送
台車０を到着させ荷台２を下降させた後，門型パレット１への進入を試みる場合も同様に
，タイヤの方向を正確に門型パレット１の長手方向に揃えていなければ，門型パレット１
の脚部等へ衝突する可能性が高い。
しかし，運転席４において搬送台車０の運転を行う運転者からはタイヤの方向を直接目視
することができないので，経験や勘に頼り操向を行うか，若しくは，例えば運転者が搬送
台車０から一旦降車してから確認したり，車外の補助者の指示に従う等して搬送台車０と
門型パレット１との衝突を回避していた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように運転者の経験や勘により操向を行う場合，門型パレット１の長手方向にタイ
ヤを常時正確に向けることは難しい。とりわけ，門型パレット１から退出する場合，判断
の対象となる門型パレット１自体を目視することができないので，事前の走行状態により
タイヤの方向を予測するしかなく，タイヤの方向の判断が難しい。また，運転者が搬送台
車０から一旦降車して確認する場合，搬送作業の円滑性が損なわれ，車外の補助者によっ
て確認を行う場合にも，人手が余計にかかるという問題があった。
本発明は，このような従来の技術における課題を解決するために，搬送台車の操向制御装
置を改良し，直進走行モードに走行モードが設定された状態で上記搬送台車の荷台を下降
させた時に，タイヤの方向を自動的に車体の長手方向に揃えて運転者の目視や勘に頼るこ
となく例えば門型パレットへの衝突等を防ぐことができる搬送台車の操向制御装置を提供
することを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明は，

ステアリング操作方向に上記 車体の長手方向を向けな
がら移動する直進走行モード設定手段と， の上部に設けられた 荷台を昇
降させる荷台昇降手段と，を具備する操向制御装置において，
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門型パレットを荷台に搭載して搬送する搬送台車の
操向制御装置であって， 搬送台車の

上記搬送台車 上記
上記荷台の高さを検出する

荷台高さ検出手段と，上記搬送台車のタイヤを旋回させるタイヤ旋回アクチュエータと，
上記タイヤの旋回角度を検出するタイヤ角検出手段と，上記直進走行モード設定手段によ
り上記搬送台車の走行モードが直進走行モードに設定された状態で，上記荷台高さ検出手
段によって上記荷台昇降手段による上記荷台の下降が検出されたときに，上記タイヤ角検
出手段により検出されたタイヤ角に基づいて上記タイヤが上記搬送台車の正面方向に向い
ているか否かを判定し，上記タイヤが上記搬送台車の正面方向に向いていないと判定した



を具備してなることを特徴とする搬送台車の操向制御装置として構成されている。この
ため，例えば直進走行モードで走行していた搬送台車が狭い門型パレット内から退出する
ような場合には，その状態で門型パレットと搬送台車とはかなり正確に平行な状態になっ
ているのに対し，タイヤの方向は車体の長手方向に対して異なった方向になっていること
が応々にしてある。この場合，本発明では，タイヤの方向を自動的に車体の長手方向に揃
えることができるので，運転者が目視等により確認する必要なく，搬送台車が上記門型パ
レット等に衝突するのを確実に防止することができる。さらに，上記荷台の下降を判別す
るには，上記荷台の高さを検出する荷台高さ検出手段を例えば上記荷台昇降手段に設けれ
ばよい。さらに，上記荷台の昇降は上記車体全体を昇降させて行ってもよいし，上記荷台
自身を車体に対して昇降させて行ってもよい。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下添付図面を参照して，本発明の実施の形態につき説明し，本発明の理解に供する。尚
，以下の実施の形態は，本発明を具体化した一例であって，本発明の技術的範囲を限定す
る性格のものではない。
ここに，図１は本発明の一実施の形態に係る搬送台車の操向制御装置の概略構成を示す図
，図２は上記搬送台車の操向制御装置の制御に関するフローチャートである。
図１に示すように，本実施の形態に係る搬送台車の操向制御装置は，操作パネル６０にお
ける選択ボタン１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄにより選択された走行モードを設定する
走行モード設定器１０（直進走行モード設定手段に相当），操作パネル６０上の操作ボタ
ン１１ａにより選択された走行状態により荷台の高さを設定する荷台高さ設定部１１，搬
送台車全体の制御を統括する台車コントローラ１２，及び，走行タイヤ部３に設けられ，
荷台２の高さを検出する荷台高さ検出器１３（荷台高さ検出手段に相当），タイヤ角度を
検出する例えばタコジェネレーター等のタイヤ角度検出器１４

，タイヤを旋回させるタイヤ旋回アクチュエータ１５から成るタイヤ方向制御手段を
有する。尚，この実施の形態では，車高全体を調整して荷台高さを調整しているが，車体
に対して荷台２のみを昇降させるようにしてもよい。
【０００９】
また，同じく図１に示すように搬送台車０は，走行タイヤ部３に支持脚１６ａ，１６ｂ，
及び油圧シリンダー１７から成る荷台昇降手段を有する。上記搬送台車０は，支持脚１６
ａと支持脚１６ｂとの角度を油圧シリンダー１７により変更させて，荷台２の高さを調節
することができる。また，上記荷台高さ検出器１３は例えばエンコーダ等の角度検出器で
あり，この支持脚１６ａと支持脚１６ｂとの角度を検出して荷台の高さを求める。
また，走行モード設定器１０，荷台高さ設定部１１，荷台高さ検出器１３，及びタイヤ角
度検出器１４からの情報は全て台車コントローラ１２に集められ，これらの情報を基に台
車コントローラ１２はタイヤ旋回アクチュエータ１５を作動させてタイヤ角度を変更する
。
【００１０】
次に図１及び図２に示したフローチャートを基に本実施の形態に係る搬送台車の操向制御
装置の動作を説明する。
はじめに，直進走行モードでの走行により所定の設置位置に門型パレット１及びそれに載
置された荷物を搬送し終わる（この時，搬送台車０のタイヤの方向は到着した時の状況に
より様々な方向を向く）と，運転者は，門型パレット１から退出するために，操作パネル
６０上の操作ボタン１１ａを操作して荷台２の下降を指示し，荷台高さの下降が開始され
る（Ｓ１）。この運転者からの指示を受け取った台車コントローラ１２は油圧シリンダ１
７を動作させて支持脚１６ａと１６ｂとの間の角度を小さくし，車高を調整する。荷台高
さ検出器１３により検出された上記角度が所定角度に達すると，上記コントローラ１２は
，荷台高さが下限位置に達したとして下降を停止させる。
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場合は，上記搬送台車のタイヤの方向を上記搬送台車の車体の長手方向に揃えるべく上記
タイヤ旋回アクチュエータを駆動させて上記タイヤの旋回角度を変更するコントローラと
，

（タイヤ角度検出手段に相
当）



荷台２が下限位置まで下降している場合，次に走行モードの確認が台車コントローラ１２
により行われる（Ｓ２）。台車コントローラ１２は走行モード設定器１０に操作パネル６
０上の選択ボタン１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの選択状態を照会して確認を行う。
工程Ｓ２により確認された走行モードが直進走行モードである場合，次にタイヤ角度検出
器１４の出力を基にタイヤ角度の判定が行われる（Ｓ３）。タイヤ角度検出器１４から出
力されたタイヤ角度は台車コントローラ１１に出力され，出力されたタイヤ角度を基に，
台車コントローラ１２が搬送台車０の正面にタイヤが向いているか否かを判定し，タイヤ
旋回アクチュエータ１５にタイヤ角度を指令する（Ｓ４）。
ここで，搬送台車０の正面にタイヤが向いていない場合には，タイヤ旋回アクチュエータ
１５によりタイヤ角度が０°，即ちタイヤの方向が車体の長手方向に揃えられる（Ｓ５）
。
次に，タイヤ角度が台車コントローラ１２及びタイヤ角度検出器１４により再度確認され
（Ｓ６），タイヤの方向が車体の長手方向に揃えられていた場合にはタイヤ方向の制御を
終了する。
このように，本実施の形態に係る搬送台車の操向制御装置は，門型パレット１からの退出
時にタイヤの方向をタイヤ角度検出器１４により検出してタイヤ旋回アクチュエータ１５
により自動的にタイヤの方向を搬送台車０の長手方向に揃えるから，タイヤの方向をその
都度確認することなく搬送台車が門型パレット１に衝突してしまうような事態を防止する
ことができる。
【００１１】
【実施例】
上記実施の形態では，門型パレット１から退出する時にタイヤの方向を自動的に制御して
いたが，門型パレット１へ進入する時にタイヤの方向を制御するようにしてもよい。直進
走行モードでの走行により門型パレット１に進入するための適正な位置に搬送台車０を到
着させた時のタイヤの方向は，到着した時の状況により様々な方向を向いている。従って
，荷台２を下降させて搬送台車０が門型パレット１へ進入する時に，タイヤの方向がほぼ
車体の長手方向を向いていなければ，搬送台車０の長手方向の長さに比し搬送台車０の側
面と門型パレット１との間の間隙Ｄが極めて小さいため，門型パレット１への進入中に車
体を衝突させる恐れが高い。上記のような場合にも，本発明によりタイヤの方向を自動的
に車体の長手方向に揃えて門型パレット１への衝突を回避することができる。
【００１２】
また，荷台２の昇降させるのは，車体全体を昇降させてもよいし，もちろん図３に示すよ
うに，荷台昇降部３１（荷台昇降手段に相当）により荷台２自身を車体３２に対して昇降
させるようにしてもよく，この場合にも本発明は適用可能である。この場合，荷台高さ検
出器１３は荷台昇降部３１に設けられる。このような搬送台車の操向制御装置も本発明に
おける搬送台車の操向制御装置の一例である。
また，上記実施の形態及び実施例では，タイヤ方向の制御を門型パレット１への進入若し
くは退出時に行ったが，もちろん運転者が所望する時にタイヤの方向を車体の長手方向に
揃えることも可能である。このような搬送台車の操向制御装置も本発明における搬送台車
の操向制御装置の一例である。
【００１３】
【発明の効果】
上記のように本発明は，

ステアリング操作方向に上記 車体の長手方向を向けながら移動する
直進走行モード設定手段と， の上部に設けられた 荷台を昇降させる荷台
昇降手段と，を具備する操向制御装置において，
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門型パレットを荷台に搭載して搬送する搬送台車の操向制御装置
であって， 搬送台車の

上記搬送台車 上記
上記荷台の高さを検出する荷台高さ検出

手段と，上記搬送台車のタイヤを旋回させるタイヤ旋回アクチュエータと，上記タイヤの
旋回角度を検出するタイヤ角検出手段と，上記直進走行モード設定手段により上記搬送台
車の走行モードが直進走行モードに設定された状態で，上記荷台高さ検出手段によって上
記荷台昇降手段による上記荷台の下降が検出されたときに，上記タイヤ角検出手段により



を具備して
なることを特徴とする搬送台車の操向制御装置として構成されている。このため，例えば
直進走行モードで走行していた搬送台車が狭い門型パレット内から退出するような場合に
は，その状態で門型パレットと搬送台車とはかなり正確に平行な状態になっているのに対
し，タイヤの方向は車体の長手方向に対して異なった方向になっていることが応々にして
ある。この場合，本発明では，タイヤの方向を自動的に車体の長手方向に揃えることがで
きるので，運転者が目視等により確認する必要なく，搬送台車が上記門型パレット等に衝
突するのを確実に防止することができる。さらに，上記荷台の下降を判別するには，上記
荷台の高さを検出する荷台高さ検出手段を例えば上記荷台昇降 に設ければよい。さら
に，上記荷台の昇降は上記車体全体を昇降させて行ってもよいし，上記荷台自身を車体に
対して昇降させて行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係る搬送台車の操向制御装置の概略構成を示す図。
【図２】上記搬送台車の操向制御装置の動作を示すフローチャート。
【図３】本発明の一実施例に係る搬送台車を示す図。
【図４】搬送台車０と門型パレット１の一例を示す図。
【図５】門型パレット１に潜り込んだ状態の搬送台車０を示す図。
【図６】搬送台車０の操作パネルの一例を示す図。
【図７】搬送台車０の走行モードを説明するための図。
【符号の説明】
０…搬送台車
１…門型パレット
２…荷台
３…走行タイヤ部
４…運転席
１０…走行モード設定器
１１…荷台高さ設定部
１２…台車コントローラ
１３…荷台高さ検出器
１４…タイヤ角度検出器
１５…タイヤ旋回アクチュエータ
１６，１６ａ，１６ｂ…支持脚
１７…油圧シリンダー
６０…操作パネル
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検出されたタイヤ角に基づいて上記タイヤが上記搬送台車の正面方向に向いているか否か
を判定し，上記タイヤが上記搬送台車の正面方向に向いていないと判定した場合は，上記
搬送台車のタイヤの方向を上記搬送台車の車体の長手方向に揃えるべく上記タイヤ旋回ア
クチュエータを駆動させて上記タイヤの旋回角度を変更するコントローラと，

手段



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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